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研究成果の概要（和文）：本研究は、標準仕様で数多く建てられた生業関係の施設に注目した。目的は、類似す
る生業の施設を文化財とする際に、どのように価値評価できるかという視点を得ることであった。主な成果は、
次の点である。①一見似ていても、詳細を見ることで違いや地元の材料や技術を用いた地域性が浮かび上がる。
②生業の施設に和室が含まれる場合、標準仕様は柱割を基準とするので、畳割が使用されていると寸法体系が混
在するという地域性が生じる。③標準仕様にバリエーションが多いと、外観は似ていても仕様の組み合わせが異
なるので立地環境に注目することで違いが出せる。

研究成果の概要（英文）：The research focused on a number of agricultural facilities built with 
standard specifications. The objective was to obtain a point of view of value assessment in 
protecting similar agricultural facilities. The main results are as follows. (1) Although they look 
similar, there are differences when you look at the details. The details are different because they 
use local materials and techniques. (2) There is a case where Japanese-style rooms are included in 
agricultural facilities. Standard specifications are planned between columns. When built based on 
tatami in the area, the dimension system will be mixed. Here are the characteristics. (3) There are 
many variations in the standard specifications. If there are many variations, the combination 
pattern of specifications will increase. Even though they look similar, there are differences in the
 combinations. The important thing at this time is the attention to the location environment.

研究分野： 建築史

キーワード： 基準　立地環境　産業遺産　地域の単位　生業と用法

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
生業の標準仕様の研究は、大蔵省の製塩や煙草、農家の養蚕や煙草については一定の成果があるが、その他の特
に一次産業関連施設に注目し、標準仕様との照合を試みる研究は乏しい状況があった。その意味では、一定の学
術的意義はあったと考えている。
地域の文化遺産を積極的に利活用しようという中で、一般の人々には一次産業の簡素な遺産は注目され難く、見
た目も類似するので価値も理解し難い状況があった。本研究の成果は、こうした身近な遺産の保護に貢献できる
可能性が高い。地域の文化遺産の選択肢を増やせる可能性を示し、活用の可能性を拡げられたことは、一定の社
会的意義を得られたと考えている。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 農業、漁業関係の歴史的建造物は、国登録有形文化財などの文化財建造物としての保護を考
えたときに、空間は単一に近く、外観は簡素で、同じ役割の場合は外観や平面形状が類似して
しまい、文化財建造物としての保護に必要な一定の評価を見出すことが難しい状況があった。
特にそれを感じたのが、2012 年愛媛県近代化遺産総合調査（文化庁補助事業）時の農業倉庫で
ある。空間としては単一で転用での利用は比較的容易だが、愛媛県で 2002 年に実施した近代
化遺産調査時に比べて解体された例が目立った。外観は、農林省の標準的な仕様に基づいて建
てられていたのでほとんどが共通し、特徴を浮き立たせることが難しいことが想定された。同
時に、西予市西山田地区の稚蚕施設の現存例が、農林省の標準仕様に類似していたことを指摘
したが、類似するだけでは特徴を浮き立たせることが難しい状況があった。こうしたことが背
景として、文化財建造物として保護できる対象範囲を拡げる意味でも、標準的な仕様で大量に
建てられたものの特徴をどう謳うべきかを研究する必要があると考えたことが動機である。 
 
２．研究の目的 
第二次世界大戦前までの近代における農業、漁業関連の施設は、旧農林省や旧農商務省の定

める建築要綱や標準的な仕様（以下、「標準仕様」と言う。）に準じて建てられている場合が多
い。特に、煙草乾燥小屋や養蚕施設は、各地で類似する形状が見られるが、これらはある標準
仕様に基づいて建てられたために必然的に類似するものである。 
本研究では、標準仕様が農業関係の施設に与えた影響について、実測調査に基づいて比較検

討することで類似部分と相違部分を明らかとし、標準仕様との違いから地域性を見出し、文化
財とする際の建築的価値に対して、新たな評価軸を見出すことを目的とするものである。特に、
煙草や養蚕を生業とする農家の研究は先行研究が数多くあるが、その他の生業の施設について
のこうした研究の先行例は乏しい。本研究では、例として愛媛県近代化遺産総合調査（文化庁
補助事業）で検分した建築物を中心に分析を行い、類似する生業の施設をどのように価値評価
するかという視点を創出することを念頭に置いたものである。 
 
３．研究の方法 
旧農商務省、旧農林省の文献資料から次の標準仕様を確認した。 
農業倉庫、米倉庫では、『農務局報第九号 穀物倉庫ノ建築要綱』（農務省農務局編、大日本

農会、1919）、『農業倉庫経営理事者養成講習会講演集第 2 巻』（帝国農会編、帝国農会、1920）、
『穀物貯蔵庫設計要綱』（『建築雑誌』第 35 巻 410 号、1921.1）である。また、執筆した高木
源之助の履歴を併せて調査した。 
稚蚕施設では、昭和 5 年 6 月 7 日の農林省令第 1 号稚蚕共同飼育所設置奨励規則に基づいた

『稚蚕共同飼育所ニ関スル調査 第 1 号』（農林省蚕糸局,1932 附録）である。 
製茶工場では、『茶業彙報 第 24 輯 第 3 回全國茶業技術員打合會記録』（茶業組合中央会議

所,1935）、『農家指針第拾八 緑茶機械製造要覧』（奈良県立農事試験場,1934）、地下シャフト
式の仕様については『茶業彙報 第 24 輯 第 3 回全國茶業技術員打合會記録』（茶業組合中央会
議所,1931）である。 
この他、馬小屋や厩舎、肥料小屋、内務省による恩師郷倉、柑橘倉庫の農林省による全国調

査についても確認した。 
 次に、実測調査と写真撮影を行った。実測調査を実施した物件は、愛媛県西予市の旧岩城村
西山田養蚕実行組合稚蚕共同飼育場、伊方町の旧瀬戸町農協第二倉庫、道元平家住宅、旧佐々
木長治家住宅、旧清家久米一郎家住宅、旧梶原家住宅、井上家住宅、辻家住宅、加藤家住宅、
伊予市の JA えひめ中央中山支所佐礼谷倉庫、大洲市の旧大石醤油店店舗、八幡浜市の八幡浜
米穀倉庫、野本家（旧岩切家）住宅、奈良県の弥栄共同製茶工場、静岡県の旧農林省茶業試験
場審査室である。 
検分は多く実施したが、主なものでは八幡浜市の八幡浜市向灘地区調査（みかん倉庫、イモ

ツボ）、伊方町の船倉群、三重県亀山市のかねき伊藤彦市商店製茶工場などが挙げられる。 
住宅の調査を実施したのは、急傾斜地に住まう場合に生業の場は主屋にあるためである。特

に愛媛県の特産であるミカンや、戦中に急増するイモを貯蔵する際に、どのような方法が用い
られたのかを確認している。また、稚蚕施設や農業倉庫が畳敷きとする部屋を持つ場合に、地
域の畳寸法を用いていると、柱割等に影響を与え、そこに一定の地域性を確認することができ
た。柱間寸法と畳寸法との関係を知るためには、少なからず当地の畳使用時のモデュールを知
ることで理解しやすくなる。この例として、住宅が最適であったため、近世から近代にかけて
の例を数棟並行して実測調査を行った。 
 
４．研究成果 
 本研究の主な成果は、以下の点である。 
 稚蚕施設から判明した成果について 
まず、図として標準仕様に共通するかどうかを確認し、おおまかに共通した場合には、詳細

な仕様に着目すると、その地で可能な技術や手に入る材料などで代用されている場合があり、
ここに細かな違いが把握できることを指摘した。 
次に、基準となる寸法は、基本的には田舎間、或いは関東間の切の良い尺寸の数値が用いら



れているが、地域で使用する畳がこれとは異なる場合に、畳に影響する柱通りは標準仕様とは
異なる数値となる。例えば、4尺、6尺といった数値である。愛媛県では、「ホンマ」と呼ばれ
る 1970 ㎜×980 ㎜の畳を柱間とする畳割基準で設計されており、標準仕様の 6尺×3尺の畳に
よる柱割とは寸法が異なる。また、畳割で影響を受けた柱通りは、その影響を受ける。稚蚕施
設の場合は、標準仕様は平側 9間×妻側 4間半だが、現状は 10間×4間半と相違する。部屋数
は、飼育室が 4 部屋と 1 部屋多いが、一部屋の面積は標準仕様が 2 間半×3 間に対して、現状
は 2 間×3 間である。これは、当地の畳割を標準仕様の柱割に近付けようとしたことで近似値
としたためである。 
調桑室兼事務室は、標準仕様は 1間半×4間半だが、現状は 2間×4間半となる。この部屋は

板敷きだが、畳割の影響を受けて、同様のことが生じている。調桑室兼事務室の出入口には、
公会堂として使用する際の玄関が設けられているという違いもある。つまり、柱割と畳割で数
値が異なるため、延床の規模を標準仕様に近付けようとすると、部屋数が変化する可能性があ
るということになる。また、廊下幅などは、4尺、5尺といった切の良い数値で標準仕様と共通
するため、モデュールが混在するという特徴が生じる。 
細かな点の違いは、標準仕様の記述がどの程度の詳細なのかによっても異なるが、例えば雨

戸及び戸袋の有無、各室の規模、建具やガラスの有無、床下の炉の熱を取り込む床板の吸気孔
の形状や材料、壁仕上げ、掃出し窓の有無、床下からの排気方法などである。この他各室の仕
切方として、標準仕様では引違戸としているが、愛媛の例は稚蚕の時期以外を広い部屋として
使用するため、一本溝で嵌め殺しの戸にしている。稚蚕の際の密閉性を考えると、引違戸より
は、一本溝のはめ殺した戸を納めて行く方が目張りはしやすいという利点がある。 
 標準仕様に記載のない独自の工夫としては、床下の炉の廻りの延焼を防ぐための一種の耐火
被覆の方法、床の吸気孔の面積を変えることによる温度管理と成長の調整、屋根裏部分の保温
の工夫などである。 
農業（穀物）倉庫から判明した成果については、複数の標準仕様を確認することができたた

め、仕様の設計に中心的な役割を担ったと考えられる高木源之助の履歴を確認し、3 つの標準
仕様についての記述内容の比較検討も実施した。 
農業倉庫の標準仕様は、いずれも柱間芯々で 9、30、60 尺という切りの良い数値が並ぶ。農

業倉庫はいずれも田舎間の方眼で計画されている。3 つの標準仕様で一貫して説いている点は、
穀虫、菌類、鼠の被害を抑えることである。防虫と防菌は、いかに倉庫内を低温低湿に保つか
を繰り返し説いている。記述は、それぞれ長短があるが、基本的な内容は共通していたことが
判明した。 
農業倉庫は、多くの面で標準仕様と合致してくる。それは、方位や遮光、日照の対処法、構

造、換気など詳細かつバリエーションを持たせて豊富な選択肢が示されているので、これらを
照合して行くと大半は標準仕様に合致するという言い方になる。一方で、バリエーションが多
数示されているために、敷地条件が変わればその組み合わせや選択が異なってくる。大雑把な
方針を示しただけの仕様に比べてオリジナリティや創造性は生じ難いが、選択項目が豊富なた
め、標準仕様に則して建てたとしても、立地環境によって多様なものが生じてくることになる。
つまり、見た目が類似し、標準仕様に則して建てられていたとしても、立地環境と方位との関
係、遮光の対処法との関係を見ることで個々のものについて一定の特徴は謳えるといっていい
だろう。言い換えれば、農業倉庫の場合は、建築的な分析だけでなく、調査時に立地環境、方
位や接道との関係で生じる建物配置を見ることが重要といえるだろう。 
また、標準仕様との関係以外に、愛媛で確認できたものとして、瀬戸農業倉庫は方位と配置

の関係に、もうひとつ特徴があった。敷地条件から方位は単純に東西棟とすることもできたが、
漁港と平行させるよう少し角度を振り、より多くの風を受けるように建てられている。このこ
とで背面への風をやわらげる役割を果たしている。港に平側面を並列させることで、機帆船か
らの搬出入はしやすくなる。下屋は、標準仕様を踏襲したというだけでなく、屋根の軒が高く
なることで風を受けやすくなる壁面に下屋を出すことで、風をいなす工夫を兼ねている。当地
で一般的に行われている手法を複合させている。そういう意味では、標準的な仕様で建ててい
ながらも、地域の工夫を兼用したことで、地域の歴史的景観にも寄与している。 
もう一点、瀬戸農業倉庫から見えてきた点として、この倉庫の一部屋は標準よりも小規模で

あった。この地域は平地が少なく、穀物はほとんど生産することができない。つまり、農業倉
庫の規模の面からの新たな知見として、農業倉庫の室の規模は収穫量で決められていたのでは
ないかと考えられた点である。 
 柑橘貯蔵庫から判明した成果については、農林省が調査をしたことは確認できたが標準仕様
を確認するまでには至らなかった。そのなかで、砥部町外山地域は、群として類似する柑橘貯
蔵庫が建つため、現存物から基準となる仕様を導き出す作業を行った。 
外形は、切妻造桟瓦葺きを基本とし、外壁は土壁とするのが共通の仕様となる。換気は、平

側の扉がある面の壁裾と、妻側上部のいずれかに設けた例が大半である。 
方位は、道路との関係がある。山間を南西から北東を通る県道 53 号線を中心に左右に斜面

が広がり、道路は北東下がりとなる。県道沿いは、基本的に道路に面して平側とし、道路の曲
りに応じて棟が東西や南北となる。妻側を面す例は土地の条件、主屋との関係が大きい。分岐
する狭隘道路も基本的には同じだが、県道沿いよりは方位との関係性が強い。貯蔵棚数の確保
には平入り分室が有利で、妻入り 1 室は珍しい例と言える。基本的には、周囲に障害物がない



方位を広い壁面とし、採光が得られるようにしている。県道沿いは広く開けた窪地のため、採
光が得やすい。分岐する道路は狭隘で住宅も多く、斜面に建ち、柑橘畑や雑木林等もあるため、
より採光が得られるよう周囲に障害物の無い位置が意識されている。棟の東西・南北に限らず、
後年に下屋や庇を設けて、直射が南や西の壁面に当たらないように工夫している例が多い。外
山地域の冬場は気温が低く、貯蔵柑橘の出荷は 2～4 月頃だが 4 月は暖かく温度調整が難しい。
おそらく建設当初の大正末頃は低温時期が多く、貯蔵庫の仕様は採光を求めたものと考えられ
るが、昭和 40 年代からの気温の上昇で、貯蔵庫内が熱を持ちすぎるために後年に壁面に庇を
設けて日差しに対処したようである。貯蔵庫前で行っていた選別作業が室内化したことも、こ
れが要因の一つであろう。 
奈良県の共同製茶工場から判明した成果については、標準仕様は昭和 5 年 11 月に静岡県の

農林省茶業試験場で開催された第 2 回全国茶業技術員打合会で協議され、「経済的単位工場」
を設定して、機械製茶における工場の基準を定めている。奈良県では、これを受けて昭和 9 年
4 月 28 日に奈良県立農事試験場から『農家指針第拾八 緑茶機械製造要覧』が出されている。 
この製茶工場の例で判明したことは、標準仕様に合致させるための配置の工夫である。とも

すれば、一見して標準仕様に合致しているという一言で終えてしまう可能性もある。真摯なま
でに標準仕様を踏襲しようとした結果が、これまで得られなかった知見を与えてくれた。 
この工場は、地形としては、北側斜面の窪地に建ち、南側には工場の棟と同程度の位置に道

路が通っている。そこにコの字型に建物を配置している。地形と敷地形状、工場配置から見て、
中庭の空地を確保しない一体型の平面形にすると、現在も道路からのアクセスは急傾斜で下が
っているように、道路からの生葉と製品の搬入搬出をほとんど一箇所でまかなわなければなら
なくなる。そうなると、動線が煩雑になるので、それは避ける必要があったことは間違いない。
また、生葉置場と製品置場を 2 階建てに改造するが、その要因は生産量の増加であろう。生産
量が増加したときに地形の高低差を利用して、製品を 2 階から道路に搬出できるように改造し
ているので、搬出搬入は円滑化する必要があったことは事実であろう。さらに、北側は山の斜
面となるので暗くなり、冷暗所として生葉置きには適しているために北側に生葉置場兼荒茶貯
蔵倉庫を配している。加えて、南側の小川沿いには名張川からの風が通り、北側斜面からは小
川のある南に向かって緩やかに風が吹き下しているので、茶工場の換気は向上する。換気の向
上と動線の関係で中庭を確保し、そのことで北側からも工場内に間接光を採り入れることに成
功している。つまり、中庭状に空地を設けることで、動線を円滑化し、荒茶工場への通気と北
側からの間接光を確保している。 
端的に言えば、生葉貯蔵場や製品貯蔵は、茶工場と一体とするのが最も簡単である。けれど

も、敷地が特殊なため、一体としてしまうと生葉を貯蔵場へと運び入れる動線、製品を荒茶工
場から出して製品貯蔵庫へと運ぶ動線、製品貯蔵庫から出荷する動線が混在してしまう。さら
に、標準仕様に合致させるためには、茶工場は東西に長く、南北から光を取り入れる必要があ
り、清掃や火災への対処には川沿いが求められる。また、生葉は酸化酵素で活性化し熱を発す
るため涼しい場所に置く必要があり、涼しい場所を必要とするために北側斜面際が最良の位置
となる。これを特殊な敷地で対処しようとしたときに、標準仕様を反転させることが必要で、
その上で北側に空地を設けて動線や標準仕様に対応する必要があったことが判明した。標準仕
様をかたくなに守るために、どのように敷地条件の中で工夫をすればいいのかを実施した例で
あり、平面構成だけが標準仕様と共通するからといって終えるのではなく、配置や地形との関
係で平面を見直すことで一定の評価は可能となる知見を得ることができた。 
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